
 
 

競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針 

 

                    平 成 １ ７ 年 ９ 月 ９ 日 

                   競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ 

 

 

 

 研究資金の配分問題については、競争的研究資金のみならず、府省直轄

プロジェクトを含めた研究資金の全体について、実施者側における研究費

の過度の集中を避けるための仕組み、複数課題の実施に関する省庁間での

情報共有の仕組み等の検討すべき課題が存在し、この課題の解決に向けた

取組みの必要性が総合科学技術会議において指摘されている。これらの課

題の解決に当たっては、研究資金の全体について、配分に係る共通のルー

ルの設定、データベースの整備を始めとした取組みを可及的速やかに進め

ていく必要がある。 

本指針は、その第一段階として、競争的研究資金について不合理な重複

及び過度の集中の排除等に関するルールを定めたものである。 

 

 

１．趣旨 

   競争的な研究環境を醸成すれば、優秀な研究者がより多くの研究費や

研究課題を獲得することも考えられ、競争的研究資金の重複や集中の全

てが不適切というわけではないが、同一の研究者による同一の研究課題

に対して複数の競争的研究資金が配分されたり（不合理な重複）、使い

切れないほどの研究費が特定の研究者に集中する（過度の集中）ような

場合には、その効果的、効率的な使用を確保することが必要である。こ

のため、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除の方法並

びに不正経理及び不正受給への対応等について以下のとおり申し合わ

せる。各府省は、この指針に基づき、所管する各制度の趣旨に則り、適

切に対処するものとする。 

 

２．「不合理な重複」及び「過度の集中」の考え方 

（１）この指針において「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一

の研究課題（競争的研究資金が配分される研究の名称及びその内容を

いう。以下同じ。）に対して、複数の競争的研究資金が不必要に重ね

て配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。 

 ① 実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課

 1



 
 

題について、複数の競争的研究資金に対して同時に応募があり、重複

して採択された場合 

 ② 既に採択され、配分済の競争的研究資金と実質的に同一の研究課題

について、重ねて応募があった場合 

 ③ 複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 

 ④ その他これらに準ずる場合 

 

（２）この指針において「過度の集中」とは、一の研究者又は研究グルー

プ（以下「研究者等」という。）に当該年度に配分される研究費全体

が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い

切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。 

 ① 研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分され

ている場合 

 ② 当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間に対す

る当該研究の実施に必要とする時間の配分割合（％））に比べ、過大

な研究費が配分されている場合 

 ③ 不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 

 ④ その他これらに準ずる場合 

 

３．「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除の方法 

関係府省は、競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中を排除す

るため、以下の措置を講じるものとする。なお、独立行政法人が有する

競争的研究資金については、同様の措置を講ずるよう主務省から当該法

人に対して要請するものとする。 

（１）不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、

応募内容の一部を他府省を含む他の競争的研究資金担当課（独立行政

法人である配分機関を含む。以下同じ。）に情報提供する場合がある

こと及び不合理な重複及び過度の集中があった場合には採択しない

ことがある旨、公募要領上明記する。 

 

（２）応募時に、他府省を含む他の競争的研究資金等の応募・受入状況（制

度名、研究課題、実施期間、予算額、エフォート等）の共通事項を応

募書類に記載させる。なお、応募書類に事実と異なる記載をした場合

は、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配分とすることがある旨、

公募要領上明記する。 

 

（３）課題採択前に、必要な範囲で、他府省を含む他の競争的研究資金担
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当課に、採択予定課題一覧（制度名、研究者名、所属機関、研究課題、

研究概要、予算額等）を送付するなどにより、競争的研究資金担当課

間で情報を共有化し、不合理な重複又は過度の集中の有無を確認す

る。なお、情報の共有化に当たっては、情報を有する者を限定するな

ど、情報共有の範囲を最小限とする。 

 

（４）応募書類及び他府省からの情報等により「不合理な重複」又は「過

度の集中」と認められる場合は、その程度に応じ、研究課題の不採択、

採択取消し又は減額配分を行う。 

 

４．不正経理及び不正受給への対応 

 関係府省は、競争的研究資金の不正経理又は不正受給を行った研究者

に対し、以下の措置を講ずるものとする。なお、独立行政法人が有する

競争的研究資金については、同様の措置を講ずるよう主務省から当該法

人に対して要請するものとする。 

（１）不正経理を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当該競

争的研究資金への応募資格を制限することのほか、他府省を含む他の

競争的研究資金担当課に当該不正経理の概要（不正経理をした研究者

名、制度名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正の内容等）

を提供することにより、他府省を含む他の競争的研究資金担当課は、

所管する競争的研究資金への応募を制限する場合がある旨、公募要領

上明記する。 

   この不正経理を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する

応募の制限の期間は、不正の程度により、原則、補助金等を返還した

年度の翌年度以降２から５年間とする。 

 

（２）偽りその他不正の手段により競争的研究資金を受給した研究者

及びそれに共謀した研究者に対し、当該競争的研究資金への応募資

格を制限することのほか、他府省を含む他の競争的研究資金担当課に

当該不正受給の概要（不正受給をした研究者名、制度名、所属機関、

研究課題、予算額、研究年度、不正の内容等）を提供することにより、

他府省を含む他の競争的研究資金担当課は、所管する競争的研究資金

への応募を制限する場合がある旨、公募要領上明記する。 

   この不正受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する

応募の制限の期間は、原則、補助金等を返還した年度の翌年度以降５

年間とする。 
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５．その他 

（１）上記の「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除並びに不正経理

及び不正受給への対応の取組みは、公募要領の改正等の所要の手続き

を経た上で、今後、公募を行うものから、順次実施することとする。 

なお、平成１７年度の公募分については、本指針の趣旨に従い、可

能な範囲で対応する。 

 

（２）不正経理及び不正受給により応募資格を制限された研究者の情報に

ついては、内閣府が一元的に管理する。 

 

（３）関係府省は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基

づき研究者等の個人情報の適正な取扱い及び管理を行うものとする。

なお、競争的研究資金を所管する独立行政法人に対し、主務省から独

立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき同様

の措置を行う旨、要請するものとする。 

 

（４）本指針は、その運用状況等を踏まえて必要に応じ見直すとともに、

本連絡会としては、総合科学技術会議における議論等を踏まえ、今後

とも必要な対応を行っていく。 
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